
新有田市立病院基本構想（案）に係る 

パブリックコメントの結果について 
 

１． 意見の募集期間 ： 令和３年 12月 27日（月）～令和 4年 1月 18日（火）まで 

２． 意見の提出者数 ：  １名 

３． 意見の内容及び意見に対する回答 

 

意見概要 回答（市の考え方） 

新有田市立病院は、主に高齢者の利用が中心となると思われるが、

選定候補地について、以下６点でどのような考えで決定したのか、示

していただきたい。 

 

それぞれ、市の考え方を以下に示します。 

１．利便性 

人口密度、特に病院の利用密度の高い地域や住民の利用を第一に

考えているか。 

１．利便性 

現在の市立病院は、建物の老朽化や増改築工事をしたことによる

動線の複雑化など、利用者の利用環境が悪化しており、今後も持続

可能な地域医療体制を維持し市民の負託に応えていくために、新病

院建設について協議を重ねてきました。その際、建設候補地につい

て次の４点を基本的な条件として定めました。 

・交通アクセスや視認性の良い場所であること。 

・用地取得が不要な市有地であること。 

・高度急性期医療を担う和歌山保健医療圏とのアクセス性が良好な

こと。 

・早期に新病院建設が完了できること。 

 



また、市立病院利用者の住所分布状況は、特定の地域に偏ること

なく市内各地域から利用されています。現在の本市の人口分布にお

いても、各地区それぞれに分散している状況です。 

上記４点の基本的な条件や本市の人口状況から、市の中央部に位

置する保田中学校跡地は新有田市立病院建設候補地として望ましい

場所であると考えています。 

 

２．病院へのアクセス 

基本構想（案）では、選定候補地が最もアクセスが良いとされてい

るが、何を根拠にしているか。 

 

２．病院へのアクセス 

選定候補地が最もアクセスが良いとする理由は次のとおりです。 

・有田市の主要幹線道路である国道 42号線沿いにあること。 

・国道 42号有田海南道路の整備が完了することで、有田保健医療圏

で完結できない高度急性期医療を担う和歌山保健医療圏との連携

にも適したアクセス性を確保できるエリアにあること。 

・有田保健医療圏域内の他の町からのアクセスに適していること。 

 

３．経済性 

新市立病院の立地場所により利用者が減り、経営悪化しないか。

また、人の命を救う施設として建設費は妥当か。 

総合診療とは聞こえがいいが単なる治療を主とする利用者の少な

い箱ものでは、経営的にも利便性も担保できないと思われるがいか

がか。 

 

 

３．経済性 

現在立地している市立病院から、選定候補地へ移設した場合、現

在の市立病院周辺の住民の皆様にはご不便をおかけするかと思いま

すが、本市全体を見た場合、利用者が減少するとは考えていません。 

新有田市立病院では総合診療により、特定の疾患・臓器に限定せ

ず幅広い診療体制を整備し、専門診療と協働し、地域ニーズに応え

ていきます。 

また建設費につきましては、独立行政法人福祉医療機構が作成し

た「平成３０年度福祉・医療施設の建設費について」より病院建築の

１平方メートル当たりの平均単価をもとに構想案でお示しした施設

規模での概算事業費を算出したものです。 



４．安心・安全性 

自然災害、特に風水害を考えたシミュレーションを試みているか。

過去の歴史をみて、津波・地震よりも有田川の災害を考えて河口域

より上流域はリスクが高いのではないか。 

４．安心・安全性 

有田市洪水ハザードマップでは、有田川が氾濫した場合、保田中

学校跡地を含め有田市内の平地はほぼ浸水が想定される区域とされ

ています。また、山沿いは土砂災害警戒区域が多数存在することか

ら、これらの想定区域外で一団の土地を確保することは困難な状況

です。このため、浸水対策を講じた施設整備を行います。 

 

５．視認性 

基本構想中に掲載している視認性は物理的なものであるが、現在

の技術・建設方法から、重要な要素ではない。 

 

５．視認性 

市民をはじめ、市外の方にとってわかりやすい場所に病院がある

ことは重要な要素と考えています。 

６．新有田市立病院基本構想策定委員会の名簿・議事録の公開 

基本構想に携わった方々の所属・氏名の公表並びに議事録の公開

はされるのか。 

また、基本構想における内容の矛盾や科学的合理性・妥当性等に

おける技術審査が実施されている場合、その結果の公表、議事録の

公開はいかがか。 

６．新有田市立病院基本構想策定委員会の名簿・議事録の公開 

新有田市立病院基本構想策定委員会の名簿及び議事録は本市の情

報公開制度で公開することは可能です。ただし、今後の委員会等に

おける自由な発言・審議を保障する観点から、発言者名は差し控え

させていただきます。 

また、技術審査につきましては、基本構想策定において必要と考

えておりません。 

 


